
 

 

請願・陳情のしおり 

 

１ 請願・陳情とは 

  市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。 

  請願は、憲法第16条で認められた国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に

対し、文書により意見や要望を申し出るものです。なお、地方議会に請願書を提出する

場合は、地方自治法の規定により議員の紹介が必要とされています。 

  陳情も請願と同様に意見や要望を文書により申し出るものですが、請願のように法の

定めがあるわけではありません。 

 

２ 請願・陳情の対象事項 

  請願・陳情の対象事項に制限はありませんが、具体的には次のようなものです。 

  ・市議会の議決事項（予算、条例など）に関するもの 

  ・市の行政に関するもの 

  ・市議会を通じて意見書を提出するなど国や県の施策を要望するもの 

  なお、係争中の裁判事件や判決の変更を求めるものなどの司法権の独立を侵すおそれ

のあるもの、特定の個人や団体を誹謗・中傷したり、基本的人権を否定するものなどは

請願・陳情の内容としてふさわしくないため、ご遠慮ください。 

  また、市議会の権限が及ばないものは、提出されてもその実現を図る手段がなく、実

益がないことにご留意ください。 

 

３ 提出方法等 

 ⑴ 記載事項（末尾の書式例を参考にしてください。） 

  ア 日本語を用いて文書で提出してください（なるべくＡ４判左綴じにしてください）。 

  イ 宛先は、岡崎市議会議長としてください。 

  ウ 提出年月日、請願・陳情者（複数の場合は代表者が分かるようにしてください）の

住所、氏名を記載してください（法人の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名）。 

  エ 内容を示す表題を付け、「○○○に関する請願書（陳情書）」と明記してください。 

  オ 請願・陳情事項の簡潔明瞭な要旨と理由を記載してください。 

  カ 内容が複数ある場合は、なるべく内容ごとに分けて提出してください。 

  キ 意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、提出希望先を示した意見書の文案を

添付してください。 

  ク 請願書の場合は、その趣旨に賛同する議員（紹介議員）の署名又は記名押印を受

けてください。なお陳情書の場合は不要です。 
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 ⑵ 提出方法 

   窓口は、岡崎市議会事務局議事課（市役所西庁舎２階）です。 

受付時間は、平日の午前８時30分から午後５時15分までです。 

なお、請願・陳情者本人が提出してください。 

   直接提出するほか、郵送又はオンラインにより提出することができます。 

ただし、以下の条件があります。 

・請願（郵送）：事前に紹介議員の署名又は記名押印を必要とする。 

・請願（オンライン）：紹介議員へ請願書を添付したメールを送信し、紹介議員が提

出する場合に限る。 

・陳情（オンライン）：あいち電子申請・届出システムを利用する。 

なお、署名簿については、原本のみ受け付けておりますので、郵送又は直接提出して

ください。 

    

 ⑶ 受理 

   請願書・陳情書は、議会の開会中・閉会中を問わず受理しますが、議会運営上の都

合により、各定例会前に開催される議会運営委員会の２日前の午後５時15分を提出期

限としています（各定例会における提出期限は、市議会ホームページ又は市議会だよ

りで確認できます）。期限までに提出された請願書・陳情書は、その会期で取り扱いま

すが、その後に提出されたものについては、原則として次の会期で取り扱います。なお、

陳情書については、急を要する場合など閉会中に開催する委員会で審査することもあ

ります。 

 

４ 審査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受理した請願書は、所管の委員会で審査し、その報告に基づき本会議で採択か不採択

かを決定します。なお、直接提出された陳情書のみ、請願書と同様に所管の委員会で審

査しますが、採択か不採択かの決定は行わず、委員会で陳述された意見を本会議に報告

します。 
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５ 議決結果の取扱い 

 ⑴ 請願の場合 

   議決結果は、原則として採択・不採択のいずれかです。 

本会議で議決した請願は、その結果に関わらず請願者（複数の場合は代表者）に通知

します。 

   採択された請願のうち、執行機関で対応することが適当なものは、これを市長等に

送付し、その処理の経過及び結果報告を求めています。 

   また、意見書の提出を求める内容の請願が採択されたときは、岡崎市議会として意

見書を関係機関へ送付します。 

 

 ⑵ 陳情の場合 

   委員会で陳述された意見を本会議に報告した後、市長等の関係機関へ意見を付して

送付するとともに審査結果を陳情者（複数の場合は代表者）へ通知します。 

   なお、意見書の提出を求める内容の陳情は、審査した委員会において意見書の提出

に賛成である委員が多数のときは、議会運営委員会理事会で協議した後、本会議での

議決を経て、岡崎市議会として意見書を関係機関へ送付します。 

 

６ 参考人制度 

  提出された請願書・陳情書の趣旨を、審査する委員会において詳細に確認するために、

提出者の方に委員会へ出席していただき、提出の趣旨説明等をしていただく制度です。 

  ご本人の希望により必ず出席できるものではなく、請願書・陳情書を審査する委員会

が、その審査に当たり参考人の出席が必要と判断した場合に、提出者に対して出席をお

願いするものです。 

  委員会に所属する委員の過半数が参考人の出席を要望する場合は、改めてこちらから

ご出席いただく日時、場所等をご連絡させていただきますが、出席は強制ではなく、任

意となります。 

  なお、出席に応じていただける場合は、審査する委員会の委員が一堂に会する公開の

場において５分程度でその趣旨を説明していただき、必要に応じて委員からの質疑にお

答えいただきます。 

 

７ その他 

・請願書・陳情書は、本会議や委員会など公開の場で審査が行われるため、提出者の住 

所及び氏名は公開されることになりますので、その旨ご了承ください。なお、公開につ

いて支障がある場合は、ご相談ください。 

・提出いただいた請願書・陳情書は返却致しかねますので、必要な書類は控えを取るな

どの対応をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

・提出いただいた請願書・陳情書の内容について、問い合わせをさせていただくことが

ありますので、提出の際に連絡先をお伺いします。 

・請願の紹介議員は、市議会のホームページや議会事務局で議員の連絡先（自宅電話番

号等）をお知らせいたしますので、各議員と直接連絡を取っていただき、紹介議員とな

っていただくよう依頼してください。 

・郵送及びオンラインにより提出いただいた陳情書については、議会への要望事項とし

て取り扱い、正副議長及び各会派の代表者に配付させていただきますが、委員会での審査

は行いません。 

  



 

 

 

書式例（請願書・陳情書） 

 

 

 

年 月 日    

 

 （宛先）岡崎市議会議長  

 

                   住所                 

                   氏名                 

 

                   紹介議員（※請願書の場合のみ） 

                    氏名（※署名または記名押印） 

 

   ○○○に関する請願書（陳情書） 

 

 

 

 

要旨 

 

理由 

 

 

 

 

【留意事項】 

・日本語を用いて文書により提出してください（なるべくＡ４判左綴じにしてください）。 

・宛先は、岡崎市議会議長としてください。 

・提出年月日、請願・陳情者（複数の場合は代表者）の住所、氏名を記載してください（法

人の場合は、その所在地、名称及び代表者名）。なお、押印は不要です。 

・請願・陳情の内容を示す表題を付け、「○○○に関する請願書（陳情書）」と明記してく

ださい。 

・請願・陳情事項の簡潔明瞭な要旨と理由を記載してください。 

・内容が複数ある場合は、なるべく内容ごとに分けて提出してください。 

・意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、提出希望先を示した意見書の文案を添付し

てください。 

・請願書はその趣旨に賛同する議員（紹介議員）の署名又は記名押印を受けてください。 

 なお、陳情書の場合は不要です。  



 

 

 

請願・陳情Ｑ＆Ａ ～よくお問い合わせいただく事項～ 

 

Ｑ１ 請願と陳情の違いは何ですか。 

Ａ１ 請願と陳情の相違点としては、主に次の２点が挙げられます。 

・請願は、憲法で認められた権利であり、提出に当たって議員の紹介が必要なこと。 

  ・陳情は、請願のような法の定めがなく、提出に当たって議員の紹介が必要ないが、     

採決（採択か不採択かを決定すること）をしないこと。 

 

Ｑ２ 請願書・陳情書や署名簿に押印がなくても、受け付けてもらえますか。 

Ａ２ 請願書・陳情書に押印は不要です。また、署名簿も自署であれば押印は不要です。 

 

Ｑ３ 請願の紹介議員を紹介してほしいのですが。 

Ａ３ 請願の紹介議員は、市議会のホームページや議会事務局で議員の連絡先（自宅電話

番号等）をお知らせしておりますので、各議員と直接連絡を取っていただき、紹介議

員となっていただくよう依頼してください。 

 

Ｑ４ 請願書・陳情書を提出した後で、追加で署名簿を提出できますか。 

Ａ４ 追加の署名簿については、原則、委員会で審査する日の前日まで受け付けます。 

 

Ｑ５ 署名簿はどのくらい集めれば、請願書を採択してもらえますか。 

Ａ５ 岡崎市議会では、署名を何人分集めなければ採択しないといった基準はありません。 

  

Ｑ６ 国や県に対して、法律や条例の改正について請願や陳情する方法はありますか。 

Ａ６ 国や県に対して、改善や要請を希望されるのであれば直接、政府機関や国会、ある

いは県知事や県議会へ請願書等を提出することができます。 

   一方で、市議会も国や県などの関係機関に対して意見書を提出する権限を持ってい

ます。ご希望の際は「○○に関する意見書の提出を求める請願書（陳情書）」として議

会事務局へご提出ください。なお、その際は意見書の文案も添付してください。 

 

Ｑ７ 請願書・陳情書を提出する際、議員に参考資料を渡したいのですが。 

Ａ７ 請願・陳情の審査の参考となる補足資料について、審査の前に議員に配付を希望さ

れる場合は、直接議員にお渡しいただいて構いません。渡す機会がない等の場合、議

会事務局にお預けいただければ配付することは可能です。なお、その際は必要部数を

ご用意ください。  



 

 

 

 

 

 

 

Ｑ８ 請願・陳情の内容を直接議員に説明し、賛成してもらえるよう要請したいのですが。 

Ａ８ 提出者が個別に直接議員と会って要望内容を説明される場合もあります。希望され

る場合は、市議会のホームページや議会事務局で議員の連絡先（自宅電話番号等）を

お知らせしておりますので、各議員と直接連絡を取っていただき、ご説明ください。 

 

Ｑ９ 請願・陳情の委員会審査を傍聴したいのですが、いつ行けば確実に傍聴できますか。 

Ａ９ 委員会では、請願・陳情だけでなく市長提出の議案（条例、予算等）の案件も審査

されます。審査の順序は、請願・陳情から始め、次に議案となります。委員会の日程

は、案件の数などにより審査日程を決定するため、あらかじめご案内することができ

ません。審査日程や審査の進行状況については、議会事務局までご連絡、ご相談くだ

さい。 

   委員会室の傍聴席の定員は５名（先着順）です。定員を超えた場合は、別室にて音

声のみの聴取となる場合があります。 

 

Ｑ10 一度不採択となった請願を再度提出することはできますか。 

Ａ10 同一の会期中でなければ、一度提出したものと同内容のものを再度議会に提出する

ことはできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本市議会の運用は、他市議会と異なる場合がありますので、ご了承ください。 

 


